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第８次（前期）滋賀県医師確保計画の進捗状況

次期計画策定ガイドラインについて
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（参考）医師偏在指標（R6.1）

下位33.3%
（223位～330位）

全国330医療圏

医師少数区域 医師多数区域

上位33.3%
（1位～112位）

大津
９位
373.5

湖南
64位
262.2

湖西
76位
245.0

東近江
109位
218.3

湖北
112位
217.6

湖東
217位
181.0

甲賀
228位
176.8

全国
平均
255.6

4

区分
医師偏在
指標

全国順位
（※）

前回(R2.3)
順位との比較

医師多数・
少数区域の別

全国 ２５５．６ ー ー ー

滋賀県 ２６０．４ １９位 ↓３

大津 ３７３．５ ９位 ↓２ 医師「多数」区域

湖南 ２６２．２ ６４位 ↑４ 医師「多数」区域

甲賀 １７６．８ ２２８位 ↓５ 医師「少数」区域

東近江 ２１８．３ １０９位 ↓５ 医師「多数」区域

湖東 １８１．０ ２１７位 ↓２１

湖北 ２１７．６ １１２位 ↑９ 医師「多数」区域

湖西 ２４５．０ ７６位 ↑８４ 医師「多数」区域

（※）県は47都道府県中の順位（１～16位が医師多数都道府県、32～47位が医師少数都道府県）
二次医療圏は330二次医療圏中の順位（１～112位が医師多数区域、223～330位が医師少数区域）
（R2.3の二次医療圏は335二次医療圏中の順位であり、１～112位が医師多数区域、224～335位が医師少数区域）

閾値179.4 閾値217.6



目標達成状況

目標（R8） A 現状（R6） B 差 B-A

大津 1,275 1,303 ＋28

湖南 785 889 ＋104

甲賀 215 209 ▲６

東近江 458 488 ＋30

湖東 233 237 ＋４

湖北 321 298 ▲23

湖西 94 88 ▲６

県計 3,381 3,512 ＋131

項目
目標

（毎年）

実績

R5 R6 R7

臨床研修医採用数 110人 117人 119人 115人

３年目医師採用数 110人 94人 106人 95人

三師統計によれば、令和６年（2024年）末現在の本県の医療施設に従事する医師数は3,512人で、現行計画の目標
値である3,381人を超過（＋131人）

一方で、圏域別にみると甲賀圏域、湖北圏域、湖西圏域で目標値に届いていない。

◆県全体および二次保健医療圏の目標医師数（単位：人）

医師の県内定着を図る上で、臨床研修医および臨床研修を終えた３年目医師の安定的な確保が重要。

臨床研修医は毎年目標を達成しているが、３年目医師数は目標値に届いていない。
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取組内容・評価 ～地域医療に貢献する医師の「養成」①～

２年間（R6、R7）の主な取組 評価・課題等 今後の方向性

地域枠を11枠から16枠に増枠 増枠後も地域枠学生を確保できて
いる。

国全体では医師養成数が抑制基調
になることが見込まれるため、地
域枠制度にかかる国の動向を注視
し、滋賀医科大学と必要な調整を
行う。

医学生修学資金の貸与開始年次の
拡大（３年次→入学初年度）

貸付金制度の改正（返還免除要件、
一時中断期間）

貸与年次の拡大により、貸与者の
増につながった。

新入生や高校生に対する制度周知
がより一層重要になる。

キャリア形成と県内従事の両立の
ため、被貸与者から意見を聴取す
るなど、必要に応じて制度の見直
しを検討する。

キャリア形成卒前支援プランに基
づく地域枠学生に対する支援

従来の講演会や研修等に加え、
OB・OG会や病院見学、低学年向け
の手技体験会など、学生の意見を
踏まえた新たな取組を実施

対象学生および卒業医師に対する
定期的な面談の実施

地域医療に対する意識の向上につ
ながったと考えられるが、参加者
が固定化する傾向があり、参加者
の増加に向けた取組が必要である。

医学生向け貸付金制度の改正や、
地域枠学生および医師等の増加を
踏まえ、面談の効率的・効果的な
実施方法について検討する必要が
ある。

対象学生から意見を聴取し、引き
続きキャリア形成卒前支援プラン
の充実を図るとともに、周知の強
化により、参加者の確保および地
域医療に対する意識向上を図る。

◆地域枠医師等の養成（医師確保計画 42～44頁）
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取組内容・評価 ～地域医療を担う医師の「キャリア形成支援」～

２年間（R6、R7）の主な取組 評価・課題等 今後の方向性

キャリア形成プログラムにおいて、
県内従事と両立できるキャリアパ
スや取得可能な資格・技能等を
コースとして明示（臨床検査を除
く18の基本診療科でコースを策
定）

専門研修基幹施設を対象とした説
明会の開催（コースの変更・追加、
プログラムの充実）

医学生向け貸付金の改正等を踏ま
え新たに６コースを追加し、対象
医師がより幅広いキャリア選択が
できる環境を整備したことで、プ
ログラムの充実につながった。

コース数が少ない診療科のコース
追加を検討するとともに、対象医
師および学生から意見を聴取し、
引き続きキャリア形成プログラム
の充実を図る。

臨床研修医に対する入職前オリエ
ンテーションの実施

病院間の協力体制・指導体制強化
を目的とした臨床研修病院の指導
医の情報交換事業に対する支援

医学生に対する情報発信を目的と
した合同説明会や病院見学会の実
施に対する支援

臨床研修医は計画の目標値である
110人を達成できている一方で、３
年目医師数は目標値である110人を
達成できておらず、現在は約60％
である臨床研修後の県内定着率の
引き上げが課題である。

本県に配分される臨床研修医の定
員数は減少傾向にあるが、高い充
足率を維持できるよう取組を進め
ていくとともに、臨床研修後の県
内定着率の引き上げを目的とした
取組の充実に向けた検討を進めて
いく。

臨床研修医を対象とした専門研修
プログラム説明会の開催

指導医の少ない地域で勤務する医
師の専門医資格のための環境整備
に対する支援

専攻医採用数は増加傾向にあるが、
定員充足率は低く、診療科によっ
て採用数に偏りがある。

専攻医の確保はその後の県内定着
につながるため、県としても専門
研修プログラムの魅力発信を進め
ていく必要がある。

関係団体と連携し、専門研修プロ
グラムの魅力発信を目的とした取
組を進めていく。

◆キャリア形成プログラム、臨床研修、専門研修（医師確保計画 44～46頁）
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取組内容・評価 ～地域医療を支える医師の「定着促進」～

２年間（R6、R7）の主な取組 評価・課題等 今後の方向性

医療勤務環境改善支援センターを
中心とした県内医療機関の実態把
握、医師の労働時間短縮に向けた
勤務環境の改善支援の実施

重点支援病院や支援方針、取組目
標を設定した「滋賀県医療勤務環
境改善支援センター年次活動計
画」の作成

医療従事者の勤務環境改善や医師
の労働時間短縮を目的とした、県
内病院が実施するICT機器等導入や
タスクシフト／シェア推進等の取
組の支援

生産性向上や勤務環境整備を目的
とした、ベースアップ評価料を算
定する医療機関が実施するICT機器
等導入や賃上げ等の取組の支援

医師の働き方改革の本格施行に伴
う労働時間の管理や勤務間イン
ターバルの体制整備、宿日直取得
後の労務管理等に関する相談に対
し必要な支援・助言を行うことで、
安定した地域医療提供体制の確保
につなげている。

定期的なアドバイザー派遣等、特
定労務管理対象機関に対する積極
的な支援により、特定対象医師数
および時間外・休日労働時間数は
前年度比で減少する見込み。

勤務環境改善関連の各種補助金の
執行率は年々上昇傾向にあり、医
療機関の生産性向上や医療従事者
の勤務環境改善につながっている。

国において、業務効率化における
医療機関の責務を明確化するとと
もに、各都道府県が設置する医療
勤務環境改善支援センターにおけ
る支援体制の拡充・機能強化を図
るための医療法等の改正が予定さ
れていることを踏まえ、医療機関
に対する支援のさらなる充実を
図っていく必要がある。

令和８年度末に特定労務管理対象
機関の指定期間が満了するため、
継続して指定が必要な医療機関に
ついては、医療審議会等の意見聴
取を行い、指定の更新を行う。

医療の適正受診の促進を目的とし
た適正な医療のかかり方に関する
啓発や小児救急電話相談事業の実
施

滋賀の救急電話相談（#7119）の開
始

医療機関の診療時間や診療科目等
の情報提供を医療ネット滋賀から
医療情報ネットに移行したが、県
民の認知度が低い。

小児救急電話相談事業の県民の認
知度は上昇傾向にある。

多くの県民が医療情報ネットによ
り適切な医療機関を選択できるよ
う、認知度の向上に向けた普及啓
発を進める。

電話相談事業の普及啓発により、
不要不急の救急受診の減少につな
げる。

◆医師の働き方改革等（医師確保計画 46～48頁）
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取組内容・評価 ～地域・診療科の「偏在是正」①～

２年間（R6、R7）の主な取組 評価・課題等 今後の方向性

地域枠医師等について、令和６年
度からの２年間で延べ70人の配置
調整を行い、うち延べ49人を医師
不足区域に所在する医療機関に配
置

県内従事期間の運用の柔軟化（貸
付金制度の改正）

貸付金制度の改正により、より多
くの医師を医師不足地域に配置す
ることができる。

今後設定する医師偏在是正プラン
（重点医師偏在対策支援区域）を
踏まえた偏在対策の取組について
も検討していく。

自治医科大学卒業医師のへき地等
への配置調整

へき地医療拠点病院の新規指定

無医地区等への巡回診療に対する
支援

専門医取得の早期化・標準化によ
り、へき地等への配置とキャリア
形成との調整が困難になりつつあ
る。

へき地医療拠点病院の医師確保が
課題である。

他府県のキャリア形成プログラム
や対象医師からの意見を踏まえ、
へき地勤務とキャリア形成の両立
に向けた検討を進める。

へき地を有する市町とともに地域
に必要な取組（遠隔医療等）の検
討を進める。

医師少数区域経験認定医師制度に
ついて、補助金事業を新たに開始
したうえで、医師少数区域等に所
在する医療機関を対象に関係団体
を通じて広く周知

制度周知前と比較して医師少数区
域経験認定医は増加傾向にある。

令和８年４月１日からの制度改正
（管理者要件の拡充、認定医の要
件変更）を踏まえ、効果的な制度
運用に向けた取組を検討する。

◆地域偏在に対する対応（医師確保計画 48頁）

9



取組内容・評価 ～地域・診療科の「偏在是正」②～

２年間（R6、R7）の主な取組 評価・課題等 今後の方向性

キャリア形成卒前支援プランにお
ける地域医療に対する意識の向上
を目的とした取組の拡充

医師キャリア形成プログラムにお
ける総合診療科コースの拡充

セカンドキャリアとして総合診療
医を目指す医師を対象とした研修
に対する支援の実施

令和６年度からの２年間で４名の
地域枠医師が総合診療専攻医また
は専門医として診療業務に従事。

復職支援等研修事業補助金（キャ
リアチェンジ・セカンドキャリア
形成支援研修事業）について、延
べ４名が研修を受け、総合診療医
の確保・養成につながった。

総合診療の専門研修プログラムの
新規採用数は例年５人前後で推移
しており、定員充足率が低いこと
が課題。

骨太方針2024において、地域や診
療科の偏在を解消するため、総合
的な診療能力を持つ医師の養成と
リカレント教育の実施が明記され
るなど、国として総合診療医の確
保に注力する動きがある。

2040年を見据えた総合診療医の確
保のため、キャリア形成卒前支援
プランの充実に努めるなど、引き
続き総合診療医を目指す医学生を
増やす取組を進めていく。

在宅医療を始めようとする医師に
対する在宅診療への同行、研修、
医学生と家庭医との交流、多職種
による研究会等の実施

在宅医療を担う医師の資質向上・
定着を目的とした、既に訪問診療
に取り組んでいる医師や指導医に
対する研修の実施

訪問診療を行う診療所や病院に対
する診療に必要な医療資機材の整
備の支援

訪問診療や病状変化時の往診を行
い、24時間の連絡・対応体制を備
えた在宅療養支援診療所は、令和
８年１月時点で185か所であり、令
和５年４月時点から20か所増加

訪問診療を受ける患者数は令和６
年には13,482人となり、１年間で
約700人増加。

訪問診療を行う診療所数は増加が
みられない状況があり、在宅医療
を担う医師の育成に引き続き取り
組む必要がある。

2040年に向け、訪問診療を必要と
する高齢者等は今後ますます増加
すると見込まれていることから、
引き続き在宅医療を担う医師の資
質向上・定着に取り組むとともに、
在宅診療をさらに進めていくため
に必要な医師の業務効率化や生産
性向上にも配慮しつつ、在宅診療
を進める上で必要な医療資機材の
整備を行う。

◆診療科偏在に対する対応（医師確保計画 48・49頁）
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取組内容・評価 ～地域・診療科の「偏在是正」②～

２年間（R6、R7）の主な取組 評価・課題等 今後の方向性

医師キャリアサポートセンターと
共同で地域別診療科別の勤務医数
等について調査を実施

診療科別の医師数と患者数等との
対応関係の考え方が確立されてお
らず、診療科別の目標医師数を定
めることが困難である。

特に医師の確保が必要な診療科に
ついて、国における議論を踏まえ
検討を進める。

◆診療科偏在に対する対応（医師確保計画 48・49頁）
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取組内容・評価 ～産科における医師確保対策～

２年間（R6、R7）の主な取組 評価・課題等 今後の方向性

周産期医療等協議会、周産期医療
検討部会および地域の分娩体制在
り方検討部会を開催し、周産期医
療提供体制の課題や、医師の働き
方改革による影響などの検討

周産期医療施設状況調査を毎年実
施し、各ブロックでの分娩可能数
の把握と医療体制の確認の実施

県の調査により分娩可能数等の状
況を関係者で共有し、今後の見通
しをたてることができた。

医師の高齢化、出生数の低下、医
師の働き方改革などにより、分娩
取扱医療機関の減少も視野に入れ
た周産期医療提供体制の検討を進
めていく。

地域の病院や診療所、助産所と連
携し、周産期母子医療センターを
中核とした安全・安心に出産でき
る体制の構築を図っていく。

助産師キャリアアップ応援事業、
助産師出向支援事業による研修の
実施

分娩手当・帝王切開手当を支給し
ている医療機関に対する補助事業
の実施

助産師キャリアアップ応援事業を
オンデマンド配信とすることで、
受講者数が増加している。

助産師出向支援事業への参加希望
者数も増加しており、助産師の資
質向上につながっている。

安全・安心に出産できる体制の構
築のため、継続して助産技術向上
に対する支援を実施していく。

産科医を志す医学生の増を図るた
め、地域枠学生等を対象とした
キャリア形成卒前支援プランの取
組の一環として、分娩等を体験で
きる手技体験会を開催（計２回）

分娩シミュレーターを用いた手技
体験会を開催したところ、地域枠
学生等38人の参加があり、理解の
増進につながった。

今後も引き続き滋賀医科大学との
連携の下、医学生が産科の重要性
を認識し、その担い手となるよう
意識の醸成を図る。

（医師確保計画 58頁）
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取組内容・評価 ～小児科における医師確保対策①～

２年間（R6、R7）の主な取組 評価・課題等 今後の方向性

各ブロックにおける休日・平日夜
間における二次救急医療体制確保
を目的とした補助事業の実施

小児科医以外の医師に対する小児
救急にかかる研修事業の実施

各ブロックにおいて平日・夜間に
おける二次救急医療体制は確保で
きているが、今後の更なる少子化
や小児科医の不足により、現状の
医療体制の維持は困難になってい
くと考える。

研修事業については、令和６年度
は181名が研修を受講しており、小
児科医師以外の医師が小児救急に
係る知識を一定習得したと考える。

厚生労働省が示す「小児医療の体
制構築に係る指針」において、
「すべての小児救急医療圏で常時
診療できる体制を確保する」こと
が記載されており、県内の４ブ
ロックすべてにおいて再編体制で
開始できるよう、今後も協議を進
めていく。

小児救急の初期診療を小児科医以
外が行うこともあるため、今後も
研修事業を継続して行っていく。

小児・重症心身障害児（者）在宅
医療委員会を開催し、小児在宅医
療体制の状況やあり方について意
見交換を行い、課題を把握（各年
度２回開催）

医師・看護師等専門研修として、
座学・実技研修をそれぞれ１回実
施。また、過去の研修参加者に対
しフォローアップ研修を１回実施

令和６年４月に移行期医療支援セ
ンターを設置

移行期医療支援協議会、医療従事
者向け研修会を各年度１回開催

医療的ケア児に対する在宅医療に
ついて、県内関係者で情報共有で
きる体制を構築することができた。

継続的な研修会の開催により小児
在宅医療を担う人材の育成や資質
向上を図ることができ、小児在宅
医療体制の構築につながった。

移行期医療支援センターを設置し、
移行期医療支援体制整備事業を開
始することができた。

引き続き地域の医療関係者が連携
して、小児在宅医療の課題である
病診連携や災害時の対応について
検討を進めていく。

医療的ケア児を地域で診療できる
医師等の増加に向けて、継続して
人材の育成・質の向上を図る。

小児期から成人期まで切れ目なく
医療を提供できる体制を構築でき
るよう、関係機関の連携体制構築
を図っていく。

（医師確保計画 66・67頁）
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取組内容・評価 ～小児科における医師確保対策②～

２年間（R6、R7）の主な取組 評価・課題等 今後の方向性

神経発達症・児童思春期に対する
医療連携等強化事業において、技
術向上のための医師向けの医療従
事者研修会や、かかりつけ医対応
能力向上のための発達外来の陪席、
症例検討会などの実施

診察する医師数は微増で、令和６
年度未時点での「子どものこころ
専門医」は12人と限られており、
対応可能な医師が少ないことから、
外来受診までの待機期間の長期化
が課題となっている。

神経発達症をはじめとする児童思
春期の精神・神経疾患分野に対す
る知名度が低いことから、医学生
や研修医への啓発が必要である。

小児科発達障害専門外来の待機時
間削減に向けて、精神科と連携し
た体制の構築を目指す。

神経発達症・児童思春期に対する
ゲートキーパーの役割強化、地域
支援機関との連携、当該分野の啓
蒙を行い一次医療体制強化を目指
す。

医学生や研修医を対象とした勉強
会や研修において、神経発達症・
児童思春期分野の啓発を行い、診
療の動機を高める。

小児科をシーリング制度の対象外
にすること等について日本専門医
機構に意見陳述するため、厚生労
働大臣に意見書を提出

本県の小児科においては令和８年
度採用分からシーリングの対象か
ら外れた。（算定方法の変更によ
るものであり、小児科がシーリン
グ制度の対象のままであることに
変更はない）

本県の小児科はシーリングから外
れたものの、小児科をシーリング
制度の対象外にすること等につい
て、引き続き本県の状況を踏まえ
意見を述べていく。

各ブロックにおいて関係者間によ
る協議会を開催し、地域の課題に
ついて情報共有を図るとともに、
今後の対応について検討

各ブロックにおける小児医療に関
する検討の場は構築され、関係者
による課題の共有は図られてきて
いる。

県内全体で小児医療の方針を検討
する場がなく、今後の検討しての
方針を決定することが困難な状況。

県内の子どもたちに適切に医療が
提供できる体制づくりのため、県
内全体で小児医療体制を検討する
場を構築する必要がある。

（医師確保計画 66・67頁）
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第８次（前期）滋賀県医師確保計画の進捗状況

次期計画策定ガイドラインについて
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（参考）令和８年度重点医師偏在対策支援区域（案）

保健医療圏
設定区域
※（）内を重点医師偏在対策支援区域として設定

大津 大津市（葛川地区）

湖南 -

甲賀 全域（甲賀市、湖南市）

東近江
近江八幡市（沖島）
東近江市（旧永源寺町）

湖東
全域（彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀
町）

湖北
米原市（旧伊吹町）
長浜市（旧余呉町、旧西浅井町、旧木之本町、旧
浅井町）

湖西 全域（高島市）

＜支援対象医療機関候補（病院）＞
・甲賀圏域内の７病院
・湖東圏域内の４病院
・湖西圏域内の３病院
・長浜市立湖北病院
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